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〔要　　　旨〕

1　民主化の進展等からミャンマーに対する関心が内外で高まっているが，ミャンマーはグ
ローバル経済の最外縁に位置する低所得農業国であり，今後の経済発展も農業セクターの
変化との関連でみていく必要がある。

2　ミャンマーは多様な農産物を生産しているが，コメ，マメ類，油糧種子等が，特に重要
な作物である。輸出農産物では，かつては世界最大のコメ輸出国であったが1960年代以降
は衰退し，代わって90年代以降マメ類が最大の品目となっている。

3　ミャンマーの農業政策は，62～88年の社会主義期において，①農地国有制，②供出制，
③計画栽培制が導入され，国家統制により生産余剰をほぼ吸い上げるシステムが採られ
た。88年以降の軍政期には，市場経済化の方向に転換するが，その実施は中途半端なもの
に終わった。コメについては，社会主義期に引き続き「低米価・安定供給」が政権基盤を
維持するとの論理から統制的な色彩が残ったが，マメ類のように自由な取引が解禁された
作物では生産は飛躍的に拡大した。

4　コメは70年代末にはミャンマー版「緑の革命」による単収の引上げ，90年代には乾期作
の作付面積の拡大による増産政策が採られたが，さまざまな要因から十分な成果をあげる
ことができなかった。政府のコメ統計への信頼性が低く，米国農務省（USDA）は04年以
降，ミャンマーのコメ生産は絶対的な縮小過程にあるとみている。

5　ミャンマー政府は03年以降，コメ政策の自由化に踏み切ったが，輸出振興を視野に入れ
た増産に本格的に取り組むのは08年以降である。政府は輸出用の高品質米増産のために，
米専業会社（RSC）の設立やハイブリッド米の導入を推進している。

6　ミャンマーが再びコメ輸出大国になるには，ハード，ソフトさまざまな条件をクリアす
る必要がある。しかし，現在のコメの輸出環境は厳しくなっており，コメ輸出の量的拡大
を優先するのではなく，まず国内の生産基盤を整備し自給体制を長期的に確実なものにす
ることがより重要である。

ミャンマーの稲作農業
─「コメ輸出大国」の可能性と課題─
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が重要であるといえる。

本稿は，こうした観点からミャンマー農

業の基幹作物であるコメに焦点をあて，そ

の政策展開をたどりつつ，稲作農業が直面

する現状と課題についてまとめたものであ

る。

1　ミャンマーの農業概況

（1）　ミャンマーについて

ミャンマーは地理的には，インド，中国

の２大国に囲まれるような形で両国と長い

国境線を有し，またタイ，ラオス，バング

ラデシュとも国境を接している。地形は東

西約１千kmに対して南北約２千kmと細長

く，またベンガル湾，アンダマン海に面し，

南端はマレー半島中部に至る長い海岸線を

有する。国土面積は約67.7万km2，人口5,913

万人で，日本の1.8倍近い国土に約半分の人

口を擁している（地図
（注1）
）。

はじめに

2011年３月に文民政権として発足したテ

インセイン政権下の民主化の進展を契機に

欧米諸国の対ミャンマー経済制裁の見直し

が進んでおり，こうした動きを捉えてわが

国企業においても同国を「次の経済フロン

ティア」とする関心が高まっている。

しかし，これまでの国際的な孤立を脱

し，いわば「普通の途上国」として世界に

向き合うとき，ミャンマーに与えられた現

実はグローバル経済の最外縁に位置する低

所得農業国という姿である。

ミャンマーは現在でもGDPの約４割を農

業が占め，全人口の約６割が農村に居住し，

また就業人口のおよそ６割が農業に従事す

るなど農業国としての性格が色濃い。ミャ

ンマーを知るためには，なによりもその農

業を歴史的文脈のなかで理解しておくこと

目　次

はじめに

1　ミャンマーの農業概況

（1）　ミャンマーについて

（2）　 3つの農業地帯

（3）　ミャンマーの農産物

（4）　農業経営規模

2　農業政策の展開

（1）　歴史的背景

（2）　社会主義期

（3）　軍政期

（4）　コメ政策の自由化

3　コメの増産メカニズムの検討

（1）　ミャンマーはコメ生産大国か

（2）　コメの増産メカニズム

（3）　コメの需給バランス

4　コメ輸出拡大の可能性

（1）　コメ輸出促進への転換

（2）　足下で伸び悩むコメ輸出

（3）　コメ専業会社とハイブリッド米生産

（4）　コメ輸出拡大の課題

おわりに

―優先すべき国内の生産基盤整備―

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



農林金融2012・8
40 - 488

ワディ・デルタ地域（以下「デルタ」という）

がほぼこれに該当する。一方，州は国境地

帯を取り囲むように存在し，シャン州，カ

チン州等，基本的に各州に多い少数民族名

を冠した名称となっている。

ミャンマーでは1962年からの「ビルマ式

社会主義」の時代，また88～2011年までの

軍政期と長期にわたり国軍主体の政治体制

が続いたが
（注3）
，その大きな背景として対外的

な緊張とともに，国内少数民族による分離

主義的動きを阻止するという目的が，政治

支配の正当性に利用されてきた点が指摘で

きよう。
（注 1） 人口数は10年に発表された政府の統計年鑑

による。ミャンマーでは83年以来，国勢調査が
実施されていないため正確な人口が把握されて
いない。IMFの11年推計では人口は6,242万人，
1人当たりGDPは832ドルである。米国センサ
ス局は11年央の人口を5,400万人と推計している。

 　このように人口だけでもさまざまな見方があ
り，ミャンマーを統計に基づいてマクロ的に把
握するのは本質的な難しさがある。米国のミャ
ンマー研究者の「ミャンマーを研究することは
自然科学でも社会科学でもなく，真実が観察者
の目の中に存在するアートに近い」（Steinberg
（2010），p10）との表現は，ミャンマーの実像を
よく表している。

（注 2） 08年憲法では地方（region）という名称に
変更されたが，本稿では慣例に従い旧名を使用
する。また本稿では，国名の呼称として植民地
時代を「ビルマ」，1948年の独立後を「ミャンマ
ー」とする。

（注 3） 現在の政権の閣僚33名のうち28名は軍関係
であり，民生移管後も実質的には国軍支配が続
いている。また08年憲法に基づいて10年11月に
実施された総選挙では，軍政側の連邦団結発展
党（USDP）が1,154議席中883議席を獲得し「圧
勝」した。アウンサンスーチー氏が率いる国民
民主連盟（NLD）は総選挙に参加しなかった。
12年 4月の連邦議会補欠選挙では同氏も含め
NLDは40議席を獲得した。

ミャンマーは多民族から成る連邦国家で

ある。しかし国内には宗教対立とも交錯す

る複雑な民族問題を抱えており，武力闘争

を含む対立がいまなお完全には収束してい

ない。ミャンマー国内には138の民族があ

るとされるが，国民の約７割を占めるビル

マ族以外の主な少数民族としては，人口の

多い順にシャン，カイン，ヤカイン，モン，

チン，カチンの諸族がある。

ミャンマーの政治区域は７つの管区

（divisi
（注2）
on）と７州（state）で構成されてお

り，管区は主にビルマ族が多く居住する地

域であり，中部の平原部及び南部エーヤー
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出典　工藤年博編（2012），ⅸ頁『ミャンマー政治の実像―軍
政23年の功罪と新政権のゆくえ』アジア経済研究所を
基に作成
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れている。また山地斜面では焼き畑等の伝

統的で自給性の強い農業が営まれている。
（注 4） 高橋（2000），18～23頁参照。
（注 5） ヤカイン州，タニンターリー管区も，デル

タ以上に降雨量があり，基本的にデルタ型農業
に属するが，前者では山麓地域での広大なバナ
ナ，パイナップル農園，後者でゴム，アブラヤ
シ栽培が盛んであるなどデルタ地帯と異なる面
がある（高橋（2000），19～20頁）。

（3） ミャンマーの農産物

ａ　コメ

コメはミャンマー国民の主食であり生産

量，金額とも他の農作物を圧倒する規模で

ある（第１表）。総農地面積1,364万haの約３

分２にあたる830万haで栽培されている（09

年度）。このうち雨期作面積が700万ha，乾

期作面積が130万ha，また単収は4.1トン/ha

である（10年度政府見込みによる
（注6）
）。

コメはミャンマー全土で栽培されている

（2）　 3つの農業地帯

ミャンマーの気候は熱帯モンスーン型で

あり，雨期（５月中旬頃～10月中旬頃）には

ベンガル湾から吹く湿った南西モンスーン

が降雨をもたらし，乾期（11～２月頃）には

大陸からの乾燥した北東モンスーンのため

降雨量は非常に少なくなる。こうした雨

期，乾期の交替に基礎づけられる気候条件

とともに地形，植生，風土等により農業の

形は多様であるが，大まかには①デルタ型

農業，②ドライゾーン型農業，③山間部型

農業の３つに区分できる
（注4）
。

デルタ型農業は，雨期の大量降雨を利用

した天水田での稲作農業を基本とするが，

90年代以降には灌漑による乾期作，マメ類

生産等も増加している。地域的にはデルタ

に属するエーヤーワディ，ヤンゴン，バゴ

ー管区から構成される。この地域は「下ミ

ャンマー」とも呼ばれ世界有数の稲作地帯

である
（注5）
。

ドライゾーンは中部平原部の降雨量の少

ない地域で，行政区分ではマンダレー，マ

グウェーの両管区，ザカイン管区南部がこ

れに該当し，これら地域は下ミャンマーに

対して「上ミャンマー」とも呼ばれる。ド

ライゾーン型農業は，天水利用によるさま

ざまな畑作生産（マメ類，野菜，油糧種子，

綿花，タバコ等）と灌漑稲作の２つに大別で

きる。

山間部型は少数民族が多数を占めるチン

州，ザカイン管区北部，カチン州，シャン

州等の国境地帯における農業で，盆地など

の高台では灌漑畑作，低地では稲作が行わ

第1表　ミャンマーの農業生産額・生産量
 の概要（2010年）

農産物名順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

コメ（籾）
マメ類（乾燥）
鶏肉
豚肉
野菜（生鮮）
ゴマ
果実（生鮮）
落花生（殻付き）
牛肉
キマメ
牛乳
サトウキビ
玉ねぎ
鶏卵
ビンロウシュの種
ひよこ豆
ひまわり種
バナナ
家鴨肉
トウガラシ・コショウ

資料　FAOstatから作成
（注）　順位は価格順。

生産額 生産量
33,204,500
3,029,800
825,852
457,887

3,719,300
722,900

1,350,000
1,135,100
147,098
724,200

1,138,600
9,715,430
1,137,900
279,600
126,200
401,800
639,200
785,100
83,600

111,400

8,142,863
1,313,326
1,176,349
703,883
700,869
480,983
471,196
445,919
397,367
377,089
355,313
307,943
238,997
231,897
220,511
187,985
168,620
162,090
137,737
122,031

（単位　千ドル，トン）
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マメ類は生産にさほど資金を要せず，輸

出需要も強いことから，80年代末の民間輸

出の解禁を契機に国内生産が劇的に伸びた。

現在，マメ類は天然ガス（ほとんどがタイ向

け），宝石に次ぐ第３位の輸出品目にラン

クされており，輸出金額はコメの3.6倍に達

している（第２表）。

農業灌漑省の統計には17種類のマメが掲

載されており，このなかで生産量が多いの

はブラックグラム（マッペ），リョクトウ，

キマメ，ヒヨコマメ，大豆などである。輸

出向けでは，ブラックグラム，リョクトウ，

キマメが大半を占める。マメ類の輸出先で

は大きな消費市場を持つインド向けの割合

が高いが，リョクトウはモヤシ原料として

日本に多く輸出されている。

ｃ　油糧種子

食料油はコメとともにミャンマーの国民

の基礎食料品であり，近隣諸国と比べて１

人当たりの消費量も多い。食料油の原料と

なる落花生，ゴマ，ヒマワリ，カラシナ等

が，主産地はデルタを中心とする下ミャン

マーであり，これ以外の管区・州はコメ不

足地域である。下ミャンマーでは，雨期作

は５～10月に作付け，11～１月に収獲され

る。灌漑地域での乾期作は11月～翌４月の

間に作付け・収穫が行われる。

ミャンマーのコメの種類は長粒種がほと

んどを占め，最も一般的なのはエマタ

（emata）と呼ばれる中級米である。ガセイ

ン（ngasein），ズィーヤー（zeeya）などの

低級米は，米麺などの加工用にも利用され

る。また90年代以降には，香り米の短粒種

に属し，粘り気のあるポーサンムエ（Pow 

San Hmwe）などの高級米の流通量も増加

しており，産地や品質による差別化も徐々

に浸透している。

マーケットでの販売価格の一例を挙げる

と，２kgパックのエマタが660チャット（kg

当たり30円，１チャット＝約0.09円），ガセイ

ン150チャット（同７円），ポーサンムエで

1,200チャット（同54円）程度である（12年３

月時点，筆者調べ）。
（注 6） 農業灌漑省 "Myanmar Agriculture in Brief 

2011" による。ミャンマーの年度は 4月～翌年 3

月である。また以下，コメの生産量は籾ベース，
消費，輸出量は精米ベース。

ｂ　マメ類

コメに次ぐ重要な作物はマメ類（beans 

&pulses）であり，その生産規模は世界有数

である。マメ類も全土で，単作ないし稲作

との二毛作という組合せで栽培されてい

る。作付面積はコメに次ぐ438万haに達し

ている（09年度）。

第2表　ミャンマーの主要輸出品（通関ベース）

天然ガス
宝石
マメ類
縫製品
堅木
コメ
チーク
魚類
ゴム
エビ
輸出総額（FOB）
資料　Central Statistical Organization "Statistical 

Yearbook 2010" から作成
（注）　輸出総額にはその他を含む。

構成比
38.4
12.5
12.3
3.7
3.7
3.4
2.8
2.6
1.0
0.8

100.0

09
金額
15,854
5,169
5,063
1,544
1,519
1,391
1,172
1,159
406
346

41,289

08年度
金額
12,996
3,598
4,069
1,594
1,066
1,112
1,146
1,031
122
472

37,028

（単位　100万チャット，％）
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高いのが大きな特徴である。土地無し農家

についての公式データはないが，農村人口

の30～50％を占めるとする見方が多い
（注7）
。

（注 7） Okamoto（2008）p2., Pingali and
 Siamwalla（1993）は40％としている。筆者の
デルタ 3地域（エーヤーワディ，バゴー，ヤン
ゴン管区）での聞き取りでは，いずれもおよそ
50％という回答であった。

2　農業政策の展開

次にミャンマーの農業政策，特にその根

幹をなすコメ政策の歴史的展開と特質につ

いてみておきたい。

（1）　歴史的背景

ビルマは三度のイギリスとの戦争により，

最終的には1886年に英領植民地となるが，

それを待たず19世紀半ばには実質的にイギ

リスの支配下にあり，当時の欧米を中心と

する帝国主義的な世界経済秩序のなかで，

仏領インドシナ（現ベトナム），タイと並ぶ

コメ輸出国へと転換されていった。

1920年代のピーク時，ビルマは年間300 

万トン以上のコメを輸出し世界最大のコメ

輸出国となる。第２次世界大戦後も60年代

初めまではタイと並び世界１位の座にあっ

た。例えば，敗戦後の日本の食糧難を支え

た外米の多くは同国からの供給であった。

一方で，ビルマのデルタ地帯はもともと

人口希薄な湿地帯であり，輸出向けコメ生

産の開発においては，インド，中国を中心

とする大量の移民流入をもたらした。その

後，そうした移民層は金貸し，商人として

の油糧種子の作付面積計は304万ha（09年

度）で，マメ類に次ぐ規模にある。油糧種

子の主産地はドライゾーン地域である。

しかし輸出商品化したゴマを例外とし

て，ミャンマーの油糧種子は価格競争力が

なく，80年代末の自由化以降，マレーシア，

インドネシア産等のパーム油輸入に代替さ

れる形で国内生産は伸び悩んでいる。

ｄ　その他

ミャンマーの気候条件は，熱帯モンスー

ンから冷涼な温帯気候にわたっていること

から，多様な作物の栽培に適している。さ

まざまな野菜・果実の他，工芸作物では綿

花，サトウキビ，ゴム，コーヒー，ココア，

アブラヤシ，ココヤシが生産されている。

工芸作物は概して生産性，品質が低く競争

力は弱い。

また90年代半ば以降，一定の所得の上昇

を反映し，食生活の多様化が進んでおり，

肉類（鶏肉，豚肉が中心），野菜・果実，魚

の消費と国内生産が増加傾向にある。

（4）　農家経営規模

03年の農業センサスによると，ミャンマー

の農家世帯当たりの平均農地面積は2.5ha

（6.24エーカー）である。このうち２ha以下

の世帯数の割合が57％を占める。世帯当た

りの農地面積は農村での人口増加等により

減少傾向にあり，農地の分散化も進んでい

る。

ミャンマーの場合，これとは別に農地を

持たない「土地無し農家」の割合が非常に
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代えて耕作権（tilling rights）を毎年更新で

付与する制度である。耕作権は自作農とし

て耕作を継続する限りほぼ自動的に相続は

認められるものの，売買，小作，質入れ等

は禁止された
（注8）
。

農地国有制は植民地期の不在地主制度を

一掃し，ミャンマー人小農に農地を均等に

配分することを目的にしていたが，実際に

再配分された農地はごくわずかで，膨大に

存在していた土地無し農家は基本的に配分

対象にしない等，不徹底なものに終わった。

二番目の供出制は，農家が一定量の農産

物を強制的に安価で政府に供出する義務を

負い，政府が独占的に国内流通，輸出を管

理する制度である。国家は強制供出で調達

した農産物を一般市民に低価格で配給し，

そのうえで余剰があれば輸出を行った。

実際には国内米価を海外市場から遮断

し，コメは内需向けに低米価（国際価格の40

～60％程度）による安定供給を優先するこ

とで、結果としてミャンマーは輸出大国と

しての地位を放棄したといえる。

三番目の計画栽培制は，政府が農家ごと

に栽培作物と面積を細かく設定すること

で，強制供出量を確保し，供出を円滑化さ

せる役割を担った。この制度は，コメから

より収益性の高い作物に生産がシフトする

ことを防ぐ目的もあった。１年ごとの耕作

権の付与と更新は，国家が指定する作物の

栽培と生産物の供出が条件であった。

こうした強い統制とともに，政府は農家

に対し肥料，農薬，灌漑ポンプ，トラクタ

ー耕起等に対する補助，無利子の資金提供

大きな経済力を持つようになり，特にビル

マが英連邦の一部だったことから，インド

系の存在が大きく「30年代までにはラング

ーン（現ヤンゴン）はインド系の町であり，

ビルマ人は少数派」という状態であったと

いう。

インド系移民の多くは南インドの金貸し

を本業とするチャティア（Chettayars）とい

うカースト層に属しており，商品経済に不

慣れなビルマ人農民の土地は債務の形
かた

とし

てチャティア層の抵当に入る事態が多発し

た。こうした傾向は，大恐慌後の国際商品

市況の崩落によって決定的なものとなり，

80％の農地が主としてチャティア層の抵当

に入ったとされる（Goldberg（2010，29-30p））。

（2）　社会主義期

62年の軍事クーデタでネーウィンが政権

を獲得し，「ビルマ式社会主義」を掲げ，経

済システムの中枢を占めていた外国人勢力

を排除し，鎖国状態のなかで国家統制によ

る自給自足型の経済運営を行った。

農業政策では「農地国有制，供出制，計

画栽培制を３本柱」として，コメを中心と

する農業の生産・流通全体を政府がコント

ロールする方法をとった（高橋（2000，43

頁））。これによって国内では低米価での安

定供給を図り政権基盤を維持するとともに，

当時輸出の過半を占め，価格的にも高水準

であったコメ輸出で得た利益を国内の資本

蓄積に利用するという経済戦略であった。

第一の農地国有制は，所有権を一元的に

国家に帰属させ，農家に対しては所有権に
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ねる選択は軍政にとり困難であり，「低米

価・安定供給＝政権基盤の維持」という政

策論理は社会主義期の遺制のごとく継続さ

れた（岡本（2008，90～94頁））。農業政策の

根幹である農地国有化と計画栽培制も引き

続き堅持された。

コメ政策の変化では，それまでの全量管

理をやめ配給対象を軍人・公務員に限定す

ることで，全体で供出量は半分程度に縮小

された。供出量も単位面積当たり定量とす

るほか，デルタの乾期作に関しては供出か

ら外すなどの措置が取られた。また国内取

引は自由化されたことで，民間流通が拡大

した。

こうした措置とともに低米価・安定供給

を確実なものとするため，後にみるように

乾期作拡大による増産政策が強力に推進さ

れた。一方で，輸出は引き続き政府が管理

するとともに，自由化されたはずの国内取

引においても頻繁な政府介入が続くなど，

市場経済化に対する姿勢は一貫性を欠いた

ものであった。

農家経済の面からも，稲作の交易条件の

改善効果はわずかであり，00年以降には悪

化傾向が明白になった。投入財等への政府

の補助削減（00年以降は実質廃止）により価

格が上昇し，また乾期作の拡大もあり灌漑

ポンプ用のディーゼル油や機械利用等が増

え稲作の生産コストを押し上げた。他方で

輸出というチャネルが阻害されたままコメ

増産策が採られたことで，国内市場ではコ

メの飽和感が強まった。

コメ以外では国営企業向け原材料と位置

等を行ったが，いずれも十分なものではな

かった。社会主義期の農業政策は「農民の

福祉のためでなく，農民から農産物を収奪

する手段」であり（高橋（2000，123頁）），

「80年代の半ばには，国家が生産余剰をす

べて吸い上げるという，農家にとってもっ

とも厳しい内容をもつに至った」とされる

（岡本（2005，239頁））。

このようにミャンマーでは，農業集団化

は採用されなかったが，すべての農民が実

質的に「国家の小作人」の立場に置かれ，

農家が自発的に生産量や品質を上げようと

するインセンティブは基本的に働かないシ

ステムであったといえる。
（注 8） 実際には供出義務が果たされるならば，法

律上禁止されている農地の小作，質入れ等は，
インフォーマルな形で黙認されていた（高橋
（2000），154～155頁）。

 　なお，ミャンマーの農業政策については主に
高橋（2000），岡本（2005）（2008），Okamoto
（2008），Nay Myo Aung（2012）を参照。

（3）　軍政期

88年９月にクーデタで政権を掌握した軍

事政権は，従来の鎖国状態から対外開放

へ，経済的には外資導入，市場経済に踏み

出した。農業政策についても，極度に統制

的な政策に対する農家の不満は爆発寸前の

状態にあり，何らかの形で農家の利益につ

ながる措置が必要であった。

他方で，ミャンマーでは社会主義期から

軍政登場まで，67年，74年，88年と大規模

な暴動，民主化運動が発生しており，いず

れもその背景にはコメ不足・価格高騰があ

っただけに，コメを全面的に市場経済に委
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でも政府介入は続いている。むしろ自由化

のなかで，政治介入の持つ重要性は高まっ

たともいえる。さらに計画栽培制も供出制

度の廃止とともに形式的に姿を消したが，

コメ等の主要作物には「作付計画」として

実質的に継続されている。

このように市場経済下のコメ政策の改革

は，政権基盤維持のための低米価・安定供

給が確保される範囲内とする政治の論理が

依然根底にあり，市場経済化への対応とし

ては部分的，過渡的性格がみられる。
（注 9） 三井物産は12年 6月中旬からミャンマー米

の輸出を20数年ぶりに再開する計画を明らかに
した。輸出はまずシンガポール向けに，20トン
程度の試験的規模からスタートし，市場の評価
を見ながら，輸出先をASEAN各国や中東に拡大
したいとしている（日経新聞12年 6月 9日付）。

3　コメの増産メカニズムの検討

これまでみてきた政策展開のなかで、コ

メの生産がどのように変化したのか次に具

体的にみてみたい。

（1）　ミャンマーはコメ生産大国か

FAO統計でコメ生産量（10年）の国別順

位をみると，中国，インド，インドネシア，

バングラデシュといった人口大国に続い

て，ベトナム（約4,000万トン），ミャンマー

（3,320万トン），タイ（3,160万トン）と東南ア

ジアの隣接し合う３か国がランクインして

いる。

米国農務省（以下「USDA」という）もコ

メ生産量を独自に発表しているが，各国政

府の報告をベースとするFAOデータとの間

づけられたサトウキビ，綿花，ジュート等

を除き，農産物は輸出を含め民間取引が自

由化されそのメリットが現れた。なかでも

マメ類の生産が飛躍的に拡大し一大輸出作

物に成長したほか，エビ，タマネギ，トウ

ガラシ，ニンニク等が新たな輸出商品とな

り農産物輸出の多様化が進んだ。こうした

市場化の「明るい」側面は，低収益性を強

制されたコメ生産と表裏をなす関係にある

といえる。

（4）　コメ政策の自由化

コメ政策が最終的に自由化されるのは03

年以降である。政府は03年に公務員・軍部

を対象とするコメの配給とそれを支えてい

た供出制度を廃止した。同時に輸出につい

ても外国企業を含め民間に完全開放する措

置を発表するが，国内市場の混乱を理由

に，翌年には早くも輸出許可を取り消すと

いう事態が起きた。

輸出は07年以降，段階的に輸出ライセン

スの発給が増加し，近年では形式的な規制

は残っていない。05年には５社だった輸出

ライセンスを持つ業者は，07年には約40社

に増大し11年では95社となっている
（注9）
。

政府が03年にコメ政策の自由化に踏み切

る背景には，90年代の増産を通じ国内価格

の安定がほぼ達成されたとの認識を持つ一

方，稲作農民の不満が限界に達し制度の維

持が困難と判断したためといえる。

しかし，輸出市場の開放が国内価格の撹

乱に波及する局面では，コメ国内価格を国

際市場から遮断する措置を取り，国内取引
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大幅に引き上げる政策が国家プロジェクト

として開始された。

政府は対象となる郡（township）を徐々

に増やすとともに各地で単収を競わせた

が，現実には農家・行政官による過大申告

が横行したという（岡本（2008，94～95頁））。

たしかに、70年代末以降の単収の急激なジ

ャンプはいかにも不自然にみえる（第２図）。

しかし単収の急上昇も80年代前半には飽

和状態となるが，その最大の原因は灌漑施

設や圃場の整備がほとんど進まないなか

で，天水田でのHYV栽培が行われた点にあ

った。またコメの供出管理制の下，農民の

増産意欲が働かないうえ，化学肥料や農薬

などの農業資材不足も加わって単収はむし

ろ後退した。

ｂ　作付面積の変化

軍政期においては，92年から乾期作米

（夏米）の作付面積拡大が，灌漑整備と非感

には若干の差異がある。しかし、ミャンマ

ーについては両統計の乖離が大きく，特に

00年代以降著しく異なっている。USDAで

は，10年の生産量は1,800万トン程度と推計

しており、これはFAO統計より約45％も少

ない（第１図）。

ミャンマーの統計については，その信頼

性の低さが広く指摘されているが，生産量

で倍近く過大申告があるというのは妥当な

のかという疑問もある。

以下では，ミャンマーのコメ増産メカニ

ズムの変化を振り返りつつ，両統計のズレ

の要因について考察してみたい。

（2）　コメの増産メカニズム

ａ　単収の変化

社会主義期の70年代末，近隣諸国から，

10年以上遅れる形で，ミャンマー版「緑の

革命」として高収量品種（HYV）の導入と

化学肥料等を農家に安価に供給し，単収を
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て，FAO統計では右肩上がりが続いている

が，これには政府の「政治的配慮」が働い

ているとみていいだろう。

その大きな理由としては，00年以降，肥

料価格，石油価格等は政府補助が実質なく

なることもあって，大幅に上昇し稲作の収

益性は大きく悪化した点が指摘できる。化

学肥料の輸入はほぼ商業ベースで行われて

おり，経済制裁下での外貨繰りの制約もあ

り供給量は大きく減少した。

稲作に限定した肥料投入を示すデータは

ないが，例えば08年の尿素消費量（FAO統

計）は，タイ179万トン，ベトナム165万ト

ンに対してミャンマーはわずかに11万トン

に過ぎない。ミャンマーではほとんど施肥

なしで農業が行われている部分が多いこと

を示唆している。

また農業インフラ，特に灌漑の普及率の

低さが指摘できる。これも稲作に限定した

データではないが，農地全体に対する灌漑

比率をみると，タイ33％，ベトナム45％に

対して，ミャンマーは18％と大幅に低い

（第３表）。政府統計においても，灌漑面積

光性の早生種の導入とともに強力に推進さ

れた（第３図）。90年代にはポンプ灌漑が普

及し従来からの水路灌漑を上回るようにな

り，肥料の増投もあり単収も上昇に転じた。

作付面積の拡大は，その後ドライゾーン

や山間地など稲作限界・不適作地へ，00年

代以降はデルタでの雨期作拡大へと，しば

しば生態系を無視し，上から強権的に作付

面積を割り当てる措置が取られた。

03年にコメ供出制度が廃止されたことで，

行政官が供出量確保について責任がなくな

ったため，ここでも過大申告をしやすい環

境が生まれた（岡本（2005，95頁））。同じ頃，

FAO統計の作付面積は大き

なジャンプが出現している。

ｃ　縮小過程を想定する

USDA

両統計が大きく乖離するの

は00年以降であり，特に04年

以降，USDAはミャンマーの

稲作は全体的な縮小過程にあ

るとみている。これに対し
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（注）　農地面積，灌漑面積は07～09年平均。

ミャンマー単位
1,223
226
18

804
3,282
4.08

157.3
690

1,807
2.62

タイ
1,973
642
33

1,094
3,179
2.91

105.0
1,080
3,049
2.82

ベトナム
1,019
460
45

745
3,922
5.26

165.8
745

4,032
5.41

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



農林金融2012・8
49 - 497

FAOのFood Balance 

Sheet（07年）では，１

人当たりの年間コメ消

費量（精米）はベトナ

ム165kg，タイ103kg，

ミャンマーは157kgと

なっている。ミャンマ

ーの国内向け供給量

（精米）1,890万トンの内

訳は，食用771万トン，

飼料394万トン，種子67万トン，加工用は空

欄となっている。しかし，これでは単純計

算で600万トン以上の精米の行方が捕捉で

きないことになる。

現実に若干の密輸があるにしても，基と

なる生産量に過大推計があるものと考えら

れる。もうひとつFAOのデータは07年人口

を4,913万人で計算しているが，実際の人口

はそれを上回るとみられること，１人当た

り消費量も加工用を含めると157kgを超え

ると考えられ，そのぶん国内消費量は大き

いと推定される。反対に飼料向け消費量は

いかにも過大といえる。

一方で、USDA（08年）は「１人当たり年

間コメ消費量は200kgに達し，人口は5,760

万人」としており，これを乗じると1,152万

トンが国内消費量となる。ところが，同年

の国内供給量は1,015万トンで，これに期首

在庫の51万トンを加えても「コメ不足」が

生ずることにな
　（注11）
る。

ミャンマー・コメ産業協会（後述）（MRIA：

Myanmar Rice Industry Association）の需給

では，年間の籾生産量が約3,000万トン，精

の比率は低下ぎみであり，また乾期作の作

付面積（約130万ha）が灌漑面積を大幅に下

回っており，灌漑設備の劣化も進んでいる

と想像できる（第４表）。

単収については，この他に土壌，水，気

候等の自然条件や品種等，複雑な要素の影

響を受けるものの，FAO統計が示すような

傾向的な単収の伸びが実現する条件が，00

年以降にあったとは考え難いといえ
　（注10）
る。

むしろそうした状況だからこそ，コメ政

策が自由化されるなかで「生産量が減少し

ている」といった発表は，低米価・安定供

給による政権基盤の維持の観点から，また

対外的な威信の点からもあり得ず，実態と

統計数字の乖離が拡大していったと考えら

れる。
（注10） Nay Myo Aung（2012）はミャンマーの単

収を平均 3トン/haとしている。筆者のミャンマ
ー・コメ産業協会（MRIA）でのヒアリングでは，
単収は「ベトナムの 6割程度」とのことで，これ
を第 3表に当てはめると3.2トン/ha程度になる。

（3）　コメの需給バランス

ミャンマーのコメ生産動向について，需

給バランスの点から若干みておこう。

第4表　ミャンマーの土地利用の変化

90年度
95
00
03
04
05
06
07
08
09

資料 Central Statistical Organization "Statistical Yearbook2010"
 農業灌漑省 "Myanmar Agriculture in Brief 2011" から作成

作付面積
（ネット）
（a）

総作付
面積
（a+b）

灌漑面積
（c）

灌漑比率
（c/a）

コメ
総作付
面積

マメ類
総作付
面積

2期作・
2毛作以上
（b）

832
917

1,048
1,104
1,141
1,194
1,261
1,322
1,349
1,364

180
372
497
568
602
682
779
889
947
972

1,013
1,288
1,545
1,672
1,743
1,875
2,040
2,212
2,296
2,336

100
176
191
196
193
214
224
225
227
233

12
19
18
18
17
18
18
17
17
17

495
614
636
654
686
739
812
809
809
807

100
195
272
339
354
381
400
423
428
438

（単位　万ha，％）
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いうトレードオフの関係にあった。

こうした事情から，コメ輸出量は小規模

でかつ変動が大きく，また供出米を輸出す

ることからその品質は低く，ミャンマーは

輸出市場でマージナルな輸出国と位置づけ

られていた。その輸出数量は80年代平均54

万トン，90年代は同24万トンと，かつての

輸出大国の面影はない。世界１，２位にラ

ンクされるタイ，ベトナムのコメ輸出の伸

長とは対照的である（第４図）。

こうしたなかミャンマー政府が，民間主

体の輸出振興を明確に打ち出すのは，08年

に入ってからである。当時のテインセイン

首相は，タイ，ベトナムの輸出量を引き合

いに出して「ミャンマーはコメの自給を確

実にするように努め，年間300万トンのコ

メを輸出すべきだ」と述べてい
　（注12）
る。

その大きな契機になったのが，08年４月

に発生した巨大サイクロン「ナルギス」に

よる被害であったとされる。デルタを直撃

米換算で1,400～1,500万トン（精米換算率を

0.5と低くみている），このうち国内消費量が

1,100～1,300万トンで，輸出余力としては

200～300万トンあるとの見方である。人口

は約6,000万人，１人当たり年間コメ消費量

は世界最大の210kgであるとする（筆者ヒア

リングによる）。

FAOのコメ需給は，基となる生産量の過

大推計が影響して矛盾が多く，これに対し

てUSDA統計では，ミャンマーは輸出余力

どころかコメ不足に陥る可能性を示唆して

いる。MRIAは両者の中間に位置する。統

計的に正確な把握はできないが，USDAの

見方はやや極端にしても，ミャンマーのコ

メ生産基盤が不安定な状態にあり，本格的

なコメ輸出国となる段階には至っていない

のが現状ではないだろうか。
（注11） USDA（2009）。ただし需給バランス表では，

国内消費量は1,010万トンと記載されており，需
給はほぼ均衡している。

4　コメ輸出拡大の可能性

（1）　コメ輸出促進への転換

コメ政策が03年にいちおう自由化される

まで，ミャンマーのコメ輸出は供出米の残

余を政府が輸出するのが基本構造だった。

供出量は90年代以降大きく減少していたか

ら，仮に輸出拡大を指向するならば，政府

が国内流通から調達する必要があった。

しかし，実際には政府の公定買取価格は

市場実勢の半分程度のため調達は困難であ

り，もし調達価格を引き上げて輸出量を確

保しようとすると低米価が維持できないと

1,200

1,000

800

600

400

200

0
60
年

63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 02 05 08

資料 USDAデータベースから作成

第4図　ミャンマー，タイ，ベトナムの
 コメ輸出量の推移

（万トン）

タイ

ベトナム
ミャンマー
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じめて輸出トップとなる予測もあ
　（注15）
る。

こうしたなかで，ミャンマーは通貨チャ

ット高もあって，インド米より輸出価格が

割高になっており，主要輸出先であったバ

ングラデシュや西アフリカ市場をインドに

奪われる形になっている。

チャットの対ドルレートは，10年夏場頃

から上昇に転じ，それまで１ドル＝1,000チ

ャット程度だったものが，11年６月には730

チャットにまで高騰し，ミャンマーの輸出

競争力は大きく低下した（その後下落し現

在（12年７月）は900チャット前後）。

ミャンマー政府は，通貨高の軽減措置と

して11年８月にコメ，マメ類などの輸出税

を１年間10％から２％に引き下げる決定を

してい
　（注16）
る。

（注15） USDAの輸出見込み（12年 7月）では，イ
ンド800万トン，ベトナム700万トン，タイ650万
トンである。ミャンマーは60万トン。11年頃の
コメの国際市場については室屋（2011）を参照。

（注16） ミャンマーでは輸入者からミャンマーの銀
行に対して代金が入金された際に，商業税
（Commercial Tax） 8％および法人所得税 2％
の計10％が課税され，課税後の金額が輸出者の
口座に振り込まれる。これを一般に輸出税（Export 
Tax）と呼んでいる。

（3）　コメ専業会社とハイブリッド米生産

輸出拡大を視野に入れたコメ増産と農村

の貧困改善策として，政府が09年から推進

している政策が，コメ専業会社（RSC：Rice 

Specialization Company）による農民の組織

化とハイブリッド米の導入であり，デルタ

の稲作地帯を中心に取組みが増加している。

RSCは地場の流通業者・精米業者または

在ヤンゴンの大規模業者と農家が連携し，

し死者・行方不明者が計32万人に達した大

惨事からの復興事業の観点からも，政府は

民間大手企業に対し，輸出を念頭においた

コメ生産・販売事業への参入を働きかけた。

一部の大手企業はこれに呼応する形で，大

型精米施設等へ投資し，またコメ専用配送

センター，真空パック包装ラインの設置等，

国内流通の近代化にも乗り出し
　（注13）
た。

10年１月には，コメ増産と輸出向けサプ

ライ・チェーン強化を目的に，コメ生産者，

精米業者，流通業者の団体が連携する民間

組織としてMRIAが設立された。

11年に発足した現政権においても，農業

振興が経済政策の最優先に位置づけられて

おり，特にコメの増産が最優先の課題とな

っている
（注14）
。

（注12） ヤンゴン日本人商工会議所・JETROヤンゴ
ン事務所（2011），p.11

（注13） ジェトロ「ジェトロセンサー」11年 7月号，
12年 3月号の荒木義宏氏の記事参照。

（注14） ジェトロ『通商弘報』（12年 5月21日）

（2）　足下で伸び悩むコメ輸出

こうした政府の政策転換もあって，近年

ミャンマーのコメ輸出量は増加傾向にあ

り，07～10年平均では約70万トンに達した。

しかし，11年以降の輸出環境はミャンマー

にとり相当厳しいものとなっており，12年

の輸出量は60万トン程度に減少する見通し

である。

コメの国際市場は，インドが11年９月に

４年間継続してきた非バスマティ米（一般

の白米）の輸出制限を解除し，輸出拡大に

向かうなかで，価格競争が強まっており，

12年はインドがタイ，ベトナムを抑えては
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政府はまたRSCにハイブリット米の利用

を推奨している。バゴー管区ピー近郊の

RSCでは，中国で開発された「GX５」とい

う品種を導入しており，食味も粘りがあり

食べやすく，単収は通常品種の倍以上の８

トン超/haとのことである（筆者ヒアリング

による）。他方，ハイブリッド米の場合，単

収は高いが，肥料等の投入財，田植や雑草

取りにより多くの人手がかかるため，生産

コストは割高である。

ミャンマー政府はハイブリッド米の単収

は10トン/haが期待でき，味も美味しいと

喧伝しており，全土での普及に力を入れて

いる。ただしこの取組みに対して，USDA

は「実証されておらず，惨めな結果しか出

ていない」との見解を示している（USDA

（2012））。

（4）　コメ輸出拡大の課題

ミャンマーの場合，デルタを中心に水と

土壌条件に恵まれており，また未利用地等

コメの生産性上昇と品質改善を図ろうとす

るもので，将来的には法人化を目指してい

る。

RSCの一番の大きな役割は，農家への資

金提供である。前述したように、ミャンマ

ーでは農業金融は植民地時代から続く非常

に根の深い問題である。政府の農業金融機

関「ミャンマー農業発展銀行」（MADB：

Myanmar Agricultural Development Bank）

が存在するものの，その規模，機能は不十

分であり，農村では高利のインフォーマル

金融の借入により大きな負債を抱える農家

が多く，これが農民の低所得と生産コスト

高につながっている。

RSCは優良種子，肥料等を低利（月利２％

程度）で現物で貸し付け，農家に対する農

業機械のレンタル（無料のケースも）や普及

指導も行う。ミャンマーの農村では一部に

トラクターが普及しているが，人力と畜力

の利用が一般的である。また一部のRSCは，

小規模圃場を集約化，農道・用水路を整備

し，機械利用効果を高める取組みを行って

いる。販売は，RSCがコメを買い取る契約

取引で，農家の返済もコメで精算される。

このようにRSCの実態は，企業による契

約取引であり，その対象農家はおのずと優

良農家に限定されるだろうから，今後どこ

まで拡大できるかは未知数である。また

RSCの取引において，農家を守る法的枠組

みがない等の問題もある。しかし，ミャン

マーには農民組織が存在せず，政府として

は民間資金を活用し高品質のコメ増産を図

る受け皿としてRSCに対する期待は大きい。

RSCによるハイブリッド米の田植風景
（バゴー管区にて筆者撮影）
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引コストを増大させている。

さらに従来のミャンマーの輸出体制は，

海外市場が求めるニーズを正しく民間企業，

生産者に伝達するメカニズムが出来ていな

い。現在の輸出環境が相当厳しいことを考

えても，民間企業に海外市場が求める品

種・品質，ニーズ等に対応していくマーケ

ティング能力が十分ではなく，この点につ

いても政府の支援が不可欠である。

こうしたハード，ソフトさまざまな課題

を，政府が中心となり民間企業，生産者と

対話しながら，有効な連携関係を構築して

いくことが必要である。ミャンマーは長い

統制型の経済システムのなかで，低米価・

安定供給が政治的に優先され，コメに関わ

る主体間に連携関係が生まれず，輸出大国

としての地位を失った。

これまでの農業政策が維持不可能となり，

ミャンマーがコメ政策の市場経済化，自由

化に本格的に踏み込む現在にあって，政府

の役割は後退・縮小するのではなく，生産

から精米，流通・輸出に至る各段階を改善

し，かつそれらをトータルにつなげていく

能動的な役割が求められている。

コメ輸出で先行するタイでは民間組織の

漸進的な発展を政府が支え，より後発的な

ベトナムでは政府が輸出主体となりコメの

輸出向けサプライ・チェーンを構築した

（それぞれに問題を抱えてはいるが）。ミャン

マーのコメ輸出の将来は，政府が適切な能

力を発揮し，有効な輸出システムを構築で

きるかどうかに大きく左右されてこ
　（注17，18）
よう。

（注17） 日本はミャンマーのコメ生産に，80年代半

も多いことから，潜在的なコメ増産余地が

大きいことは広く認識されている。他方，

そうした潜在力を開花させ，輸出拡大につ

なげていくには，相当高いハードルがある。

このなかで，特に政府が取り組むべき課題

は多く，かつ広範囲である。

まず灌漑設備を中心とする農業インフラ

の更新・拡大が不可欠であり，また脆弱な

育種，普及活動，肥料等の供給体制等の充

実が必要となっている。さらに信頼性の低

い農業統計の改善は，適切な政策決定の前

提となるであろう。

農家との関係では，長らく「国家の小作

人」として犠牲を強いてきたが，市場経済

のなかで生産者が意欲を持って働ける枠組

みづくりが必要である。インド，タイ，ベ

トナムなどは，政府がコメ農家の保護を強

化しながら，近年輸出を伸ばしているのが

実態である。

この問題は，ミャンマーの農業政策の根

幹にある農地国有制やコメ等に実質的に残

る計画栽培制をどうするかにも必然的に及

んでくる。農業金融も深刻な問題であり，

RSCに代替できるものではなく，政策的な

拡充が必要であろう。

民間企業については，乾燥や精米技術の

立ち後れから輸出米であっても低品質で競

争力が劣っており，その改善が必要である。

また政府の民間取引への介入，輸出規制が

たびたび発生し，その決定プロセスが不透

明である。しかも何か不測の事態が発生し

ても，法的な解決処理が難しいため，国内

業者だけでなく海外バイヤーにとっても取
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に過剰問題を抱えながら輸出を行うように

なっている。

またグローバル化を背景とした国際分業

がアジア農業でも進んでおり，コメのサプ

ライ・チェーンが必ずしも国家の枠組みを

前提にしなくなっている。例えばタイの輸

出業者が顧客ニーズに対応して，カンボジ

アでジャスミンライスの籾米を調達し，ベ

トナムで精米し輸出するようなトレーディ

ングが一般的になっている。ミャンマーの

コメもこうしたサプライ・チェーンとの結

びつきを強め，国内市場を飛び越えていく

懸念がある。

他方，ミャンマーの１人当たりのコメ消

費量は減少段階に入るまでに時間がかか

る。今後10年間にアジアで１人当たり消費

量が増える国は，フィリピンとミャンマー

だといわれている（Pandey, Byerlee, Dawe, 

etc. ed.（2010，180p））。

国民の所得水準が低く，農村部での土地

無し農民も膨大に存在するミャンマーでは，

低米価・安定供給の社会的意味合いはまだ

まだ重い。高品質のコメ増産は，農家の利

益を図るとともに，国内の自給体制を確実

にしていくことを優先にすべきであろう。

コメ輸出の量的拡大に傾斜するのではなく，

その他の農産生産とバランスを取りなが

ら，非農業セクターと有機的に結びついた

発展パターンを作っていくことが，今後の

ミャンマー農業の大きなテーマであろう。
　<参考文献>
・ 岡本郁子（2005）「ミャンマー市場経済移行期のコ
メ流通―その制度と実態の変容」藤田幸一編『ミ
ャンマー移行経済の変容―市場と統制のはざまで

ばまで深く関わってきた。日本政府のODAを活
用し，精米プラントをミャンマーに輸出すると
ともに技術者を育成し，また日本の資金で肥料
供給が行われた。こうした支援は90年代以降途
絶えているが，日本の官民からの投資や支援に
対するミャンマーの期待は大きい。

（注18） ミャンマーは農業分野の発展に，外資導入
を積極的に推進していく方針である。外国投資
法では，100％出資ないし現地資本との合弁によ
る進出形態があり，農地取得については30年ま
での耕作権リースが可能である。12年の法改正
では，耕作権リースは政府農地だけでなく民間
のものも可能となる見込みである。

おわりに
―優先すべき国内の生産基盤整備―

社会主義期，軍政期を通じて「コメの低

価格と安定供給」がミャンマーの農業政策

の基本目標であり，こうしたなかでコメは

まず政治的な商品として存在してきた。

しかし，政治の民主化，多元化が進むな

かで，目に見える形で農村経済の改善を図

らないと政権基盤が揺らぐ可能性が生まれ

ており，コメは経済商品として「自立」す

ることで，政治的，社会的な役割を果たす

ことが期待されている。コメ輸出大国の再

現が，その具体的目標として登場している。

こうした政府の目標のモデルになってい

るのは，ベトナムであると考えられる。し

かし，現在の輸出環境は，かつてベトナム

が享受したような「後発性のメリット」を

生かしコメの輸出先を確保できる余地は狭

まっているようにみえる。アジアではコメ

の自給化が進んでおり，新たな輸出市場は

アフリカ，中東といった地域に集中してい

る。コメ輸出国でも農業保護が進み，国内
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